
2023年度（令和5年度）からの
⻑野県における発達障がい児・者への⽀援強化について

2023/2/13   ⻑野県県⺠⽂化部こども若者局次世代サポート課

１ 発達障がい者⽀援センターを「発達障がい情報・⽀援センター」に改組し
機能を強化

○「長野県発達障がい者支援センター」（現在「精神保健福祉センター」内に設置）を委託し、新たな機能の付加・従来
機能の充実により、「発達障がい情報・支援センター」に改組し抜本的に機能を強化

２ 県内各圏域⽀援者の⽀援技術の向上
○各圏域で支援者支援を担う「発達障がいサポート・マネージャー」を新センターの職員に位置付け、医学的エビデンス
に基づく支援技術の向上により、各圏域の支援者への支援を強化

３ 関係機関との新たな連携体制の構築
○各圏域におけるサポート・マネージャーと発達障がい「専門医・診療医」との連携促進や教育分野（信州大学教育学
部）との新たな連携を促進

資料６



発達障がい者⽀援対策協議会
乳幼児期から成⼈期まで、発達障がいへの適切な⽀援策を検討するため、各
分野（医療・福祉・教育・⾏政等）の関係者が協議する場

連携・⽀援部会
学校等の対応力向上

⾃⽴・就業部会
働く場、就労の拡大

普及啓発部会
広報・理解促進

診療体制部会
専門医等の養成・確保

診療体制整備︓
◎保健・疾病対策課

信州大学
医学部

発達障がいサポート･マネージャー
各圏域1名

（俯瞰的な視点で活動し、地域の⽀援機関の連携促進、困難事例に対して助⾔を⾏う）

佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊

木曽 松本 ⼤北 ⻑野 北信

支援者支援

＜専門医・診療医の養成＞
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【現在の発達障がい児・者への診療・⽀援体制】

発達障がい者⽀援センター
相談⽀援、普及啓発（広報）、⼈材育成（研修）

＜経過＞：H16.5〜 ⻑野県精神保健福祉センターに設置
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■「発達障がい者⽀援センター」（県内の中核⽀援機関（精神保健福祉センター内に設置））
「発達障がいサポート・マネージャー」（各圏域の⽀援者⽀援機関（者））
「発達障がい⽀援対策協議会」（各分野の⽀援策を検討する関係者協議の場） が相互に連携し⽀援を展開

■診療体制整備（H30〜R4）は、協議会の中で他の⽀援活動と連携しつつ、専門医・診療医を養成



◆センター⻑
◆コーディネーター
◆専門員

＊兼務

診療⼈材育成地域医療連携

相談⽀援

普及啓発

技術指導援助
サポマネ、支援機関への技術支援

⼈材育成

関係機関連携

情報収集・発信
医療・支援機関向け情報発信、

支援プログラム開発

発達障がい情報・⽀援センター サポート・マネージャー
＝センターサテライト（圏域拠点）

市町村
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⻑野県移⾏期医療センター信州⼤学教育学部

連携（少年期→成⼈期医療への接続）連携（教育現場での対応⼒向上）

育成

委託

⻑野県（次世代サポート課、保健・疾病対策課ほか）

【新たな「発達障がい者⽀援センター」と機能強化のイメージ】

・発達障がいサポートマネージャー
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■センター、協議会、サポート・マネージャー（※センターサテライト（圏域拠点）に位置付け）を集約し、県の⽀援体制の明
確化と⽀援の一体化を実現
■エビデンスに基づく⽀援プログラムの開発と⽀援技術の向上。医療・⽀援機関向け情報発信など新たな機能を付加
■診療⼈材の育成継続と合わせ、各圏域で専門医・診療医とサポマネ・⽀援機関が連携した⽀援を実現
☞医療・福祉・教育が融合し、独⾃情報（プログラム）も発信できる全国初の「発達障がい情報・⽀援センター」へ

各地域（⽀援者等）


